
訪問介護について  

Ⅰ訪問介護の現状と課題  

【訪問介護の利用状況①】  

○ 訪問介護（予防含む）の費用額（平成19年度）は6，790億円であり、介護サービス全体の費用額の   

約1割を占めている。  

○ 費用額一受給者数（予防含む）は、平成18年度以降は緩やかに減少している。  

○ 請求事業所数は、増加を続けていたが、平成19年以降は、緩やかな減少傾向にある。  

01事業所当たり費用額■受給者数（予防含む）は、減少傾向で推移しているが、このところ減少幅   
は縮小している。  

訪問介護（予防含む）年間費用額・月平均受給者数  1事業所当たり訪問介護（予防含む）月平均費用額■月平均受給者数  

年間費用等貞（単位：億円）  
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（資料出所）厚生労働省「介護給付費実態調査」より作成 1   
審査月 H13・5  H14・5  H15・5  H16・5  H17・5  H18・5  H19・5  日20・4芦  



【訪問介護の利用状況②】  

○ 居宅サービス受給者に占める訪問介護の受給者割合は、このところ低下傾向にある。  

○ 一方、居宅サービスのうち通所介護の利用者割合は、平成18年以降上昇傾向にある。  

居宅サービス受給者の通所介護利用割合  居宅サービス受給者の訪問介護利用割合  
（％）  

要介護1   要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   要介護1   要介護2  要介護3  

（資料出所）厚生労働省「介護給付費実態調査」より作成。  
注1）利用割合＝要介護度別訪問介護（通所介護）利用者数／要介護度別居宅サービス受給者数  

2）平成18年4月以前の適所介護には、認知症デイを含む。  
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○要介護度別受給者1人当たり車用額  

20．4千円  

要支援1   17．7千円  

要支援2   22．9千円   

訪問介護  62．5千円  

経過的要介護   20．9干円  

要介護1   37．9千円  

要介護2   50．4干円  

要介護3   72．1干円  

要介護4   93．6千円  

要介護5   119．5千円   

（資料出所）厚生労働省「介護給付真実態調査（平成20年4月審査分）」   

問介護及び介護予防訪問介護費用額合計（H19年度）組週 

Ⅶ 
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「介護給付費実態調査（平成20年4月審査分）」 
3   

（資料出所）厚生労働省「介護給付費実態調査」より作成。  



【訪問介護の利用状況④】  

○ 受給者1人当たりの訪問介護の訪問回数を、身体介護と生活援助について、要介護度別・時間区  
分別で見ると、  

・身体介護については、中重度者の訪問回数が増加するとともに、30分未満のサービス提供が増加  

・生活援助については、短時間化  

の傾向がみられる。  

※H16．4・H18．4審査月分lま要支援、H20．4審査月分は経過的要介護を指す。  

（資料出所）厚生労働省「介護給付費実態調査」   



【平成20年介護事業経営実態調査の結果について】  

○ 延べ訪問回数が多い事業所ほど、収支差率が高くなる傾向があり、延べ訪問回数601回以上で  

収支差率はプラスに転じる。  

○ 訪問1回当たり時間（予防サービス除く）を見ると、延べ訪問回数が多くなるにつれ、短時間となる  
傾向がある。  

5－③訪問介護（予防を含む）（延べ訪問回数別集計表）  

干円  千円  千円  千円  干円  干円  千円  干円  干円  

収入（補助あり）  526  し147  し780  2443  3．089  3．891  4．618  5，416  9．332  

支出  771  1。279  ト815  2．41l  3．007  3，557  4368  5．】84  8．776  

差引  －246  －46．8％   一132  －11．5％ －36  ∴．－2．0！i   32   1．3％ 82  之十6I   334   2ヰ9  ′′5．4％  231  4．3‡   556  6．0％   

事業所数  218  438  326  247  144  109  93  100   

※1収入及び支出の額は国庫補助金等特別積立金取崩額を除いた額   

※2 差引における比率は収入に対する割合  

延べ訪問回数   1208回  307】回  4968回  6931回  8971回  1．0977回  1．3023回  1．6213回  2－8683画   

常勤換算職員数（常勤率）   31人  552％  46人  64人  川鍋  79人  456％  †034ロ5％  115人  －6％   15．7人  70％   177人  M肌 ））〉′V   29370％ 

介護職員常勤換算数（常勤率）  540％   39人  485ケロ   55人  43鍋   7〇人  417％   92人  36．9％   103人  381％   144人  4l6％   163人  363％   279人  3759♭   

8訪問介護員常勤換新人当たり啓開回数  45・6回  78・1回  89，5匝1  9g．5回  97．8回  】06．3回  90．4回  99，5匝1  102．7回  

延べ訪問回数  
9  314回  3359も  巳94回  356％   1615回  3日4％   2301回  3g6％   2923回  37．6％   3890回  412％   匹・・・   537．1回  3gO％   仁1667回  445ヲ′ら   

0  264回  28．1％  730回  291％  1257回  298％  1683回  290％  2102回  270％  2691回  2自5％  358，7回  317％  3650回  265％  70卜5回  268％   

1  299回  318％  752匝】  300％  1202回  286％  17D0回  2929ら  2372回  305％  2505回  26，5％  3146固  278％  4249回  308％  6536回  249％   

2  

62回  132固  】36回  12日回  376回  362回  1g6回  520回  996回  

3  939凰  2508回  4210回  5812【司  7774回  9447回  11308回  1．3790【司  26214回  

延べ訪問時間   
4  33時間  28．8％   81時間  27．7％   133時間  27．9％   185時間  28闇；   235時間  279％   323時間  305％   387時間  287％   408時間  27鍋   857時間  31D％   

5  44時間  38．1％  117時間  397％  195時間  409％  260時間  394％  316時間  376％  417時間  395％  576時間  428％  558時間  373％  1．1Dl時間  399％   

6  38時間  332％  96時間  326％  149時間  313％  215時間  326％  289時間  345％  317時間  300％  385時間  285％  529時間  354％  803時間  291％   

7  115時間  294時間  478時間  660時間  840時間  1．058時間  1．347時間  l．494時間  2．760時間  

予防サービス  

0U  27，0回  22．4％   57－3回  】86％   764回  154％  1月1回  163％  119．9回  13．4％  1529回  139％  】716回  13，2％  247B匝】  152％  2469回  86％   

9   41時間  96時間  124時間  222時間  柑7時間  2Dl時間  344時間  426時間  411時間  

（資料出所）厚生労働省「平成20年介護事業経営実態調査」より作成。   



【訪問介護員の資格取得状況・勤務形態等】  

○ 訪問介護事業所における訪問介護員の資格取得の状況については、介護サービス事業所全体   

と比較して介護福祉士の割合が低い一方、2級訪問介護員の割合が約7割を占めてし†る。  

○ 訪問介護員については、短時間労働者が6割以上を占めている。  

○ 資格取得状況  
（単位：人）  

介護福祉士  ヘルパー1級  ヘルパー2級  ヘルパー3級  

計   常勤  非常勤  計  割合  常勤  非常勤  計  割合  常勤  非常勤  計  割合  常勤  非常勤  計  割合  常勤  非常勤   

訪問介護   385，668  92，057  293，611  52，775  j旦ヱ塾  30．959  21．816  30，821  8．0％  15．462  15．359  268，620  堕遡  39．683  228，937  2，268  0．6％  243  2．025   

全  体   1，171，812  691．849  479．963  300，567  25．6％  262．415  38，152  

（資料出所）厚生労働省「平成18年介護サービス施設・事業所調査」（平成18年10月1日現在）   

注1）ヘルパー1級、2級及び3級の研修修了者数については、調査対象が訪問系サービスに限られており、その他サービスについては資格取得状況が不明。   

注2）「全体」には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、適所リハビリテーション、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護   
認知症対応型共同生活介護サービスに従事する介護職員（訪問介護員）数を計上している。  

○ 就業・勤務形態  

正社員   非正社員  

常勤労働者   短時間労働者   

訪問介護員   17．9％   7．8％   65．4％   

介護職員   56．5％   17．6％   21．1％   

（資料出所）（財）介護労働安定センター「平成19年度介護労働実態調査」  

注1）介護職員とは、訪問介護以外の介護保険法の指定サービス事業所で働き、直接介護を行う者を指す。  
注2）非正社員については、上記のデータ以外に「勤務形態が不明（訪問介護員8．9％）、（介護職員4．8％）」があり、「正社員」・「非正社員」の率を合算しても、100％とはならない。  
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【特定事業所加算について①】  

○ 訪問介護における特定事業所加算は、訪問介護員に対する研修や介護福祉士を多く雇用する  

事業所を加算で評価する仕組み。  

訪問介護事業所の特定事業所加算の要件等  

（1）体制要件  

①事業所のすべての訪問介護員等（登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。）に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を   

作成し、計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。  

② 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問   

介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。  

③ 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、利用者を担当する訪問介護員等に対し、利用者に関する   

情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終   

了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。  

④当該指定訪問介護事業所のすべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。   

（2）人材要件  

① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護鼻等の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上であること。  

② 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等のうち三級課程の訪問介護員がいないこと。  

③ 当該指定訪問介護事業所のすべてのサービス提供責任者が五年以上の実務経験を有する介護福祉士であること。  

（3）重度対応要件  

①算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者の占   

める割合が百分の二十以上であること。  

【加算率等】  

（1）～（3）を満たす事業所は20％増、（1）及び（2）又は（1）及び（3）を満たす事業所は10％増。  
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【特定事業所加算について②】  

○ 平成18年度から質の高いサービスを提供する事業所を積極的に評価する観点から導入された、  
特定事業所加算の請求事業所数は、訪問介護請求事業所の4．6％（平成20年4月審査分）であり、  
普及は進んでいない。  

訪問介護の特定事業所加算請求事業所数  

請求事業所数   割合   

訪問介護請求事業所数  25，213  

特定事業所加算請求事業所数合計  1，148   4．6％  

特定事業所加算（Ⅰ）請求事業所数   113   0．4％  

特定事業所加算（Ⅱ）請求事業所数   694   2．8％  

特定事業所加算（Ⅲ）請求事業所数   341   1．4％   

（資料出所）厚生労働省「介護給付費実態調査（平成20年4月審査分）」より作成。   



【特定事業所加算について③－1】  

○ 特定事業所加算の実態把握を行ったところ、加算の要件を満たしているとしている事   

業所は17．8％。  

○ そのうち、届出を行っている（加算を取得している）事業所は37．0％。  

（1）特定事業所加算の届出状況  

全事業所数  届出あり  届出なし   

全事業所数   1，031   100．0％   68   6．6％   963   93．4％   

加算要件のある事業所数   184   17．8％  68   6．6％  116   11．3％  

（100．0％）  （37．0％）  （63．0％）   

（Ⅰ）の要件を満たす事業所数   35   3．4％   13   1．3％   22   2．1％   

（Ⅱ）の要件を満たす事業所数   51   4．9％   23   2．2％   28   2．7％   

（Ⅲ）の要件を満たす事業所数   98   9．5％   32   3．1％   66   6．4％   

（資料出所）厚生労働省において、民間介護事業推進委員会構成団体の会員事業所（1，031事業所）を調査したもの。  
（平成20年10月現在）  

注）（Ⅰ）の要件 〈体制要件、人材要件、重度対応要件のいずれにも適合する場合〉基本単位数の20％を加算   
（Ⅱ）の要件 〈体制要件及び人材要件に適合する場合〉基本単位数の10％を加算   

（Ⅲ）の要件 〈体制要件及び重度対応要件に適合する場合〉基本単位数の10％を加算  
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【特定事業所加算について③－2】  

○ 加算を取得している68事業所のうち、  
・収支差が改善した事業所は20カ所（29％）、悪化した事業所は25カ所（37％）。  
1訪問介護員等全体の賃金増につながった事業所は14カ所（21％）、賃金増につなが  

らなかった事業所は45カ所（66％）。収支差が改善した事業所では賃金増につながっ  
た割合が高い。  

○ サービスの質の向上や職員のキャリアアップに対する意欲が向上した事業所の割   

合が高いが、新規利用者の伸び悩みや事務負担が大きい等の割合も高い。  
（2）加算を取得している事業所について  

「収支差の状況」及び「訪問介護員等の賃金の影響（複数回答可）」について  

言方間介護員等の賃   訪問介言隻員等全体  サービス提供責任者  介護福祉士等の賃  訪問介護員等の賃   未回答   

の賃金増につな  の賃金増につながった  金増・資格取得の  金増にはつながら   
カヾった  特別手当の新設又  

は増加につながっ  

た   

合計   68   14   6   2   45   9  

（100．0％）   （20．6％）   （8．8％）   （2．9％）   （66．2％）   （13．2％）   

取得以前より良く   20   9   5   0   

なった   （100．0％）   （45．0％）   （25．0％）   （5．0％）   （55．0％）   （0．0％）   

変わらない   23   2   0   0   16   5  

（100．0％）   （8．7％）   （0．0％）   （0．0％）   （69．6％）   （21．7％）   

悪イヒした   25   3   18   4  

（100．0％）   （12．0％）   （4．0％）   （4．0％）   （72．0％）   （16．0％）   

「⊥lマ音菩のオ失言Rl刃！Tf「子 他の竜壬響（槍    数「古l答モ汀）llこつLヽて   

その他の影   事業所全体  職員のキヤ  新規利用者  新規利用者  求人の際の  カロ算のため   その他   未［司答  

のサービス  リアアップに  の獲得のた  lまイ申び悩ん  宣伝効果カモ  の事務負担  
の質の向上  対する意欲  めの宣伝効  でしヽる又Iま  高く、優秀な  カヾ大きく、職  
につなカヾっ  カモ向上した  果カモ高く、新  減少してしヽ  人材を集め  員の過重労  

た  規利用者カモ  やすくなった  イ動を招しヽて  
刃又支差の状  土曽カロしてしヽ  しヽる   

ス   

合計   68   48   41   4   40   35   8   2  

（100．0％）   （70，6％）   （60．3％）   （5．9％）   （58．8％）   （1．5％）   （51．5％）   （11．8％）   （2．9％）   

Ⅰ取得以前よ   20   13   16   4   6   10   3   0   

り良くなった   （100．0％）   （65．0％）   （80，0％）   （20．0％）   （30．0％）   （5．0％）   （50．0％）   （15．0％）   （0．0％）   

変わらなしヽ   23   15   0   16   0   2  

（100．0％）   （65．2％）   （47．8％）   （0．0％）   （69，6％）   （0．0％）   （47．8％）   （4．3％）   （8．7％）   

悪イヒした   25   20   14   0   18   0   14   4   0  

（100．0％）   （80．0％）   （56．0％）   （0．0％）   （72．0％）   （0．0％）   （56．0％）   （16．0％）   （0．0％）   
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【特定事業所加算について③－3】  

○ 加算の要件を満たしているが届出をしていない事業所（116カ所）については、利用者   

負担額の増による利用回数の減や利用者の減少が予想されると答える事業所の割   

合が高い。また、人材要件、重度対応要件ともに月ごとの変動があり、取得のタイミン   

グが難しいと答える事業所もある。  

○ 要件ごとの困難性については、体制要件を満たす事業所割合は比較的高いが、人材   

要件、重度対応要件を満たす事業所割合は低い。  

（3）加算の要件を満たしているが届出をしていない事業所について  

届出を行わない理由（複数回答可）  

加算の要件を  利用者の理解  利用者負担額  支給上限額の  人材要件、重  加算を取得  制度が複雑す  周囲の事業所   その他   未回答   
満たしている  が得られない  が増えるため、  設定があるた  度要件ともに  しなくても、  ぎて、事務負  の動向を見て   
が届出してい  ことが予想さ  利用回数等の  め、利用回数  月ごとの変動  事業運営に  担が増大する  いる。   
ない事業所数  れ、利用者の  減少が予想さ  等の減少が予  があり、取得  支障がない  ことが予想さ  

減少が予想さ  想される。   のタイミング  れる。   
れる。   が難しい。   

48   54   40   28   20   22   23   

100．0％   41．4％   46．6％   34．5％   24．1％   5．2％   17．2％   19．0％   19．8％   32．8％   

（4）要件ごとの困難性について  

個別要件を満たす事業所数  

体制要件  人材要件  
重度対応  

要件  

研修計画の作成  会議の定期的関  サービス提供責  健康診断の実施  介護福祉士の割  サービス提供責  要介王蔓度4・5  
及び研修の実施  佳肴と訪問介護  合（30％以上）  任者が5年以上  

全事業所数  
等   員等の連携  の実務経験を有  

する介護福祉士   

1，031   606   893   883   589   310   279   

100．0％   58．8％   86．6％   85．6％   57．1％   27．8％   30．1％   27．1％   
11   



【特定事業所加算について④】  

○ 全体の事業所の経営状況と比較すると、加算を取得している事業所の介護職員（常勤換算）1人   
当たり賃金は高い。  

平成20年経営実態調査 訪問介護（予防を含む）  

全事業所  加算事業所   

千円  千円  

介護料収入  2，524  2，691  

2  6  27  

3  2，060   81．5％   2，315   85．5％   

4  473   18．7％   453   16．7％   

5  2，528  2，707  

6  2，511  2，744  

7  17   0．7％   －37   －1．4％   

8  1，730  

1
 
 

9  725．5回  709．8回   

0  8．6人  42，8％   8．7人  52．3％   

介護職員常勤換算数（常勤率）   7．7人  40．8％   8．1人  56．6％   

常勤換算1人当たり給与  

常勤  

介護福祉士   264，107円  1・17  308，632円  

介護職員  223，124円  1・17  260，711円   

非常勤  

介護福祉士   230，476円  1．09  250，294円   

介護職員   212，046円  1・00  210，989円   

1
 
 

1
 
 
1
 
 

3，814円   
3，866円  

263，246円  
256，447円   

87．7回  

16訪問1回当たり収入  3，485円   1・09  

17訪問1回当たり支出  3，462円   1.1222 

18常勤換算職員1人当たり給与  231，665円   1・14  

19介護職員（常勤換算）1人当たり給与  225，099円   1・14  

20訪問介護員常勤換算1人当たり訪問回数  93．7回  0・94  

／毒容虫IL山岩仁＼「育とと占与一軌要「ヨ互dテつ∩ヰF銀・岩・⊆巨台巨手回志l ＼只イー■TlJJJノl／Jナ⊥ノJ t；■〃 日 ■ lJl∧■■－ヽ′Tll㌧Ll：：ココ■く′lヱトl〟■J」巳i．」  ．」′ヽ  

l∠   



【サービス提供責任者について①】  

○ サービス提供責任者（正社員）の通常月の税込み月収は、平均で202．9千円となっている。  

通常月の税込み月収（正社員）   

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％  100％  

平均月収（円）   

（正社員）   

訪問介護員  

181．0千円   

サービス提供責任者  

202．9千円   

介護職員  

188．8千円   

介護支援専門員  

245．2千円  

区分  

訪問介護員  

（n＝967）   

サービス提供責任者  

（∩＝898）  

介護職員  

（n＝2，698）   

介護支援専門員  

（n＝1，013）  

（資料出所）（財）介護労働安定センター「平成19年度介護労働実態調査」  
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【サービス提供責任者について②】  

○ サービス提供責任者は、賃金や手当等の希望については、訪問介護員と比較すると「能力評価」  
や「役職手当」の希望が高い。  

○労働条件の悩み、不安、不満等については、訪問介護員と比較すると「労働時間が長い」、「休憩   
が取りにくい」、「休暇が少ない・取りにくい」、「精神的にきつい」が多い。  

（2）労働条件等の悩み、不安、不満等（複数回答）  
（1）賃金や手当等の希望  

（単位 ％）  

主な職種別  サービス‡是  

供責任者  
訪問介護員  

（n＝1，116）  （n＝2，467）   

①雇用が不安定である   11．9   16．5   

②正社員になれない   6．7   8．8   

③仕事内容のわりに賃金が低い   50．6   45．0   

（動労働時間が不規則   

（9労働時間が長い   22．8   9．3   

（参休憩が取りにくい   40．8   26．1   

⑦夜間・深夜帯が不安   19．9   7．8   

⑧休暇が少ない・取りにくい   41．2   27．2   

⑨身体的負担が大きい   25．3   28．6   

⑩精神的にきつい   43．0   29．9   

⑪健康面の不安   29．4   41．7   

⑫社会的評価が低い   51．5   44．0   

（診福祉機器の不足等   3．3   3．3   

（診仕事中のけが   5．6   13．2   

⑮その他   4，0   3．8   

⑯感じていない   5．9   2．9   

（単位％）  

主な職種別  サービス提   

供責任者  
（n＝2，467）   

（n＝1，116）   

①能力を評価して欲しい   35．1   28．7   

②資格による手当が欲しい   28．4   24．3   

③役職手当が欲しい   14．5   4．4   

④勤務年数を評価して欲しい   22．7   23．9   

⑤早朝・夜間手当等について手当てを付けて欲しい   14．7   12．8   

⑥通勤手当を付けて欲しい   5．9   15．0   

⑦連絡用の携帯電話の支給・通信責補助をして欲しし   20．0   28．6   

⑧その他   11．7   10．9   

⑨賃金や手当等についての希望はない   19．7   20．3  

（資料出所）（財）介護労働安定センター「平成19年度介護労働実態調査」  
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【サービス提供責任者について③】  

○ 訪問介護事業所においては、常勤専従の訪問介護員のうち、  
①サービスの提供時間が450時間又はその端数を増すごとに1人以上  

l：2・訪問介護昌筈の数が10又はその立岩数を土曽すごナに1人以卜  l  

（サービス提供責任者の要件）  
l  

：サービス提供責任者は、次のいずれかに該当する常勤の  
： 訪問介護員から選任される。  
l   

l  

（訪問介護事業所の収入と支出のイメージ）  
刃文入  支出  

（
毒
性
丞
ム
 
 

介護福祉士  

介護職員基礎研修修了者  
1級訪問介護員  

3年以上介護等の業務に従事した2級訪問介護員  

1  450    900  1350  1800   2250  450   900  1350  1800   22501  

（サービス提供8毒問）  l  

l  ■  
．  （サービス提供時間）  

訪問介護事業所におけるサービス提供責任者数階級別事業所数（平成18年10月1日現在）  

訪問介護事業所数   9，075  5，904  2，754    1，229  570   316  165  113  60  237  525   20，948   

割合   43．3％  28．2％  13．1％  5．9％  2．7％   1．5％  0．8％  0．5％  0．3％  1．1％  2．5％   100．0％  

11，348事業所（54．2％）  
サービス提供責任者総数  45・378人 

介護サービス施設ヰ業所調査」より作軋15  （資料出所）厚生労働省「平成18年  



【3級訪問介護員について】  

0 3級訪問介護員については平成18年10月時点で2，268人が訪問介護に従事しており、現在も、  

約600人程度が従事していると推計される。  
3級ヘルパー数   

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（抄）  

（平成12年厚生省告示第19号）  

指定居宅サービス介護給付責単位数表  

1訪問介護費  

（中略）  

注6 別に厚生労働大臣が定める者が指定訪問介護を行う場合  

は、平成21年3月31日までの間、所定単位数の100分の70  

に相当する単位数を算定する。  

○ 平成柑年度介護報酬改定等の概要について（抄）  

（平成18年1月26日 第39回介護給付費分科会提出資料）  

② 3級ヘルパー減算の見直し   

（中略）  

※3級ヘルパーに係る介護報酬の算定は、平成21年3月31  

日までとする。  

18000  

16000  

14000  

12000  

10000  

8000  

6000  

4000  

2000  

0  

平成12 13   14   15   16   17   18   19  20年  

（資料出所）厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、（財）介護労働安定センター  

「介護労働の実態調査」より作成。  

注1）各年10月1日現在の値。   

2）平成20年の3級ヘルパー数は、介護労働の実態調査の訪問介護鼻及びサービス   

提供責任者の資格別労働者数を特別集計し算出。   

3）介護サービス施設・事業所調査の平成12～18年の平均減少率（▲26．7％）を用いて   

推計すると、平成20年は約1，000人程度となる。  

16   




